
「パーソナル・サポート・サービス」について 



パーソナル・サポート・サービスについて 

○ 複雑に絡み合った生活困難者の抱える問題の全体を受け止める 

○ 特定の制度の範囲のみの支援や他の機関に回付して終わる支援ではなく、あくまでも当事者が必要とする

支援策を制度横断的にコーディネイトする 

○ 当事者と伴走し、自立生活が軌道に乗るまで継続して支援する 

○ 様々な領域の支援機関と目標や情報を共有し、効果を評価・確認しながら支援する 

家族関係を
めぐる問題 

精神保健を 
めぐる問題 

社会的な関係を
めぐる問題 

経済的な問題 

家族関係の断絶、家庭の崩壊、
家族間の攻撃、暴力、虐待 
など 

うつ、不安、発達障害、
知的障害、依存症など 

（他に、健康上の問題、教育をめぐる問題などが考えられる。） 

いじめ、不登校、引きこもり、
社会的な孤立・排除 など 

多重債務、事業の失敗・倒産、
消費者トラブル・被害 など 

パーソナル・サポート・サービスを必要とする領域 

・様々な生活上のリスクが重なり、自分の力だけで必要な支援を活用して自立することが難しい 

・対象や制度別に構築した支援体制では、複雑に絡み合った問題の全体を受け止めて支援することが難しい 

様々な生活上の困難に直面している方に対し、個別的・継続的・包括的に支援を実施 
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パーソナル・サポート・サービスの具体例 

 

（最初の相談） 

無職で住むところも

なく、所持金もない

ので、日払いの仕事

がしたい 

アセスメントから得た 

当事者の背景にある問題 

・ 父の暴力、多重債務に
よる家庭崩壊 

・ 本人名義の多額の債務 

・ 働いてもお金を父に取
られるため家出 

・ うつ状態（疑い） 

・ 支援機関への不信感 

本人の状況の変化 

○ 家出による住居喪失 

○ うつ状態 

○ 多重債務の負担 

○ 支援機関への失望・
不信 

○ 徐々に精神が安定し気
持ちが表出 

○ 生活リズムの不安定 

○ 居場所、同世代との人
間関係の不存在、孤独
感 

○ 利用者間のトラブル、
過去の体験を思い出し
辛い気持ちに 

○ 働きたい希望と働くこと
への不安 

○ 就業体験での緊張、燃え
尽き 

○ 面接への自身のなさ 

○ 就職決定、正社員に 

○ 余暇を若者支援拠点で
過ごしながら就労継続 

○ アセスメント（全
体的な問題の把握） 

○ 支援方針の決定と
本人との問題の共有 

○ 優先課題である住居
と医療、多重債務整
理のための環境設定 

○ 各種窓口への同行、
コミュニケーション
への補助 

○ 定期的な本人の状況
確認とフォロー 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本人の状態・意欲に応
じた新たな目標設定
（生活リズムと気持ち
の安定） 

○ 新たな支援の環境設定 

○ 定期的な本人の状況確
認とフォロー（トラブ
ルや過去の記憶から辛
くなる気持ちに対応） 

 

 

 

 

 

 

○ 就労の意欲と不安に対応
した支援策のコーディネ
イト 

○ 支援機関での情報共有、
医療機関への確認 

○ 意欲回復の見守り 

○ 受入先との連絡・調整 

 

 

 

 

 

 

 

○ 軌道に乗るまでのフォ

ロー、見守りを継続 

※いくつかの具体例を基に作成した典型的な例 

パーソナル・サポート・サービスの関与 

 

○ 緊急一時入所 

○ 生活保護の適用 

○ 医療機関の受診 

○ 法律扶助 

○ 自己破産手続によ
る多重債務問題の
解決 

 

○ 若者の居場所、交流
拠点 

○ サポート・ステー
ションでの研修や社
会技能訓練 

○ 事業所でのジョブト
レーニング 

○ ジョブ・トレーニング
先でのアルバイト就業 

○ キャリア・カウンセリ
ング 

○ 職業訓練校での職業訓
練受講、就職サポート 

 

（具体的な支援、社会資源） （具体的な支援、社会資源） （具体的な支援、社会資源） 
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パーソナル・サポート・サービス検討の経緯 

○ 緊急雇用対策（平成21年10月）に基

づき、貧困・困窮者対策を実施 

 ・ 「ワンストップ・サービス・デイ」

の試行 

 ・ 年末年始の緊急宿泊施設の確保と生

活相談 

○ 一定の目的は達成したものの 

 ・ 場所や職員確保の問題から、ワンストッ
プ・サービス・デイの恒常的な実施は困難 

 ・ 限られた実施期間中に、様々な生活上のリ
スクが重なる利用者の課題を把握し、活用
可能な支援を相談し、具体的支援に結びつ
けることが困難 

これまでの取組 

○ 様々な生活上のリスクが複雑にからんで生活上の
困難に直面している場合、生活困難者自身が自分の
抱える問題を正確に認識できないケースも少なくな
い 

○ 対象や制度別に構築してきた支援体制では、問題
の全体を受け止めきれず、対象や制度に合わせて問
題を限定化して支援しがち 

○ 当事者の抱える問題の全体を構
造的に把握した上で、支援策を当
事者の支援ニーズに合わせてオー
ダーメイドで調整、調達、開拓す
る継続的なコーディネイトが必要 

必要な対応 

このような支援を「パーソナル・サポート・サービス」として検討 



日本再生の基本戦略 <平成23年12月24日>  閣議決定  

４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計 
（２）分厚い中間層の復活（社会のフロンティアの開拓） 
 ①すべての人々のための社会・生活基盤の構築 
 ＜当面、重点的に取り組む主な施策＞ 
  ○ 社会的包摂政策の推進 
（別紙２） 各分野において当面、重点的に取り組む施策 
  ○ 社会的包摂政策の推進 
   様々な生活上の困難に直面している方に対して支援を行う「パーソナル・サポート・サービス」の制度化の検討等を進め、一人一人を包摂し誰も排

除しない社会の構築に取り組む。 

社会的包摂政策に関する緊急政策提言 <平成23年8月10日>    「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム 

（２）先導的なプロジェクトの実施 
②具体的取組 ➤ ○先導的プロジェクト ➤ 【具体的内容】 
① 現在行われているパーソナル・サポート・サービスのモデル・プロジェクトは、就労につながりうる者を対象としている。しかし、今回の震災の影響も

あり、社会的排除リスクの連鎖・蓄積を止めるための包括的、予防的な対応の重要性が増してきていることから、当該プロジェクトについては、高校中
退者やそのリスクが高い者など就労にすぐにつなげることが適当でない者、稼働年齢でない者、稼働能力を有しない者も含め、社会的排除リスクの高い
者を幅広く対象としたモデル事業として継続発展させ、これらの取組の制度化に向けた検討を引き続き進めていく。 

社会保障・税一体改革成案 <平成23年6月30日>     政府・与党社会保障改革検討本部決定 

Ⅰ 社会保障改革の全体像 
１ 社会保障改革の基本的考え方～「中規模・高機能な社会保障」の実現を目指して ➤ （２）個別分野における具体的改革 
➤ 貧困・格差対策～重層的なセーフティネットの構築 
○ 第２ のセーフティネットの構築 
 求職者支援制度の創設、複合的困難を抱える者への伴走型支援（パーソナルサポート、ワンストップサービス等による社会的包摂の推進） 

東日本大震災からの復興の基本方針 <平成23年7月29日>   東日本大震災復興対策本部 

５ 復興施策 
（４）大震災の教訓を踏まえた国づくり ➤ ④社会的包摂の実現と「新しい公共」の推進 
（ⅰ）（前略）こうした中で、声を出しにくい人々に配慮し、誰をも排除しない包摂型の社会づくりを行っていくことは、被災地の復興だけでなく、今後

の日本社会の発展にもつながるものである。このため、こうした社会的包摂の理念に基づき、アウトリーチの手法や居場所づくりや伴走型の支援、人
材育成等の包括的、予防的な支援を行う市町村の取組みを支援する。また、ワンストップ型の相談や寄り添い支援に関する先導的なモデルの構築に取
り組む。 

パーソナル・サポート・サービスに関する最近の記述 

4 



  23年5月   23年12月    24年1月～3月   4月                   25年1～3月 

検
討
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員
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・
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ェ
ク
ト 
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パーソナル・サポート・サービスの検討の進め方 

○ パーソナル・サポート・サービスの制度化に向けた課題の検討 

  

○ モデル・プロジェクト（第１次・第２次分）の実施 
 
 今年度分の評価 

○ モデル・プ
ロジェクト
（第３次分）
の実施地域の
選定 

 
○ モデル・プロジェクト（第３次分）の実施 
 
 

モデル・プロジェクト 
期間を通じた評価 

○ モデル・プロ
ジェクト（第３
次分）の実施に
向けた調整・準
備 

○ モデル・プロジェクトの現地調査 

22年度分の事業実施を 
踏まえた中間的な整理 

モデル・プロジェクトの実 
施を踏まえたとりまとめ 

・ モデル・プロジェクトの評価・分析 
・ パーソナル・サポート・サービスを担う機関、地域の体制 
・ パーソナル・サポート・サービスの担い手（要素、能力の抽出、養成・確保体制） 
・ パーソナル・サポート・サービスの評価・分析、効果の可視化 等 

各地域研修・交流会等の実施 

第１次・第２次分からの 
継続実施を含む 



現在のモデル・プロジェクト実施地域 
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釧路市 

岩手県 

野田市 

横浜市 

長野県 

岐阜県 

浜松市 

京丹後市 島根県 

山口県 

徳島県 
福岡市 

野洲市 

京都府 

箕面市 

豊中市 

吹田市 
大阪市 

沖縄県 
24年度以降 
 事業開始予定 

柏市 
足立区 

相模原市 

新潟県 

八尾市・柏原市 

香川県 

岡山市 


